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【届出の対象とした募集内国投資

信託受益証券に係るファンドの

名称】

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）

 

【届出の対象とした募集内国投資

信託受益証券の金額】

当初申込期間　上限1,000億円

継続申込期間　上限5,000億円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

有価証券報告書を提出したことに伴い、2024年11月20日付をもって提出しました有価証券届出書（2025年5月

20日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報

を更新するため、また、記載事項の一部訂正を行うため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正箇所および訂正事項】

下線部　　　　が訂正部分です。

原届出書の該当事項については、それぞれ下記の内容に訂正されます。
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第二部 【ファンド情報】

第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

④ファンドの特色

（略）

＜訂正前＞

（略）

 

＜訂正後＞
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（略）
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(2) 【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

2024年12月20日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始(予定)

 

＜訂正後＞

2024年12月20日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

 

(3) 【ファンドの仕組み】

（略）

＜訂正前＞

③　委託会社の概況(2025年2月末日現在)

（略）

＜訂正後＞

③　委託会社の概況(2025年3月末日現在)

（略）

 

２ 【投資方針】

(4) 【分配方針】

＜訂正前＞

年4回、原則として、3月、6月、9月および12月の各19日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行

い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

※初回決算日は、2025年3月19日となります。

（略）

 

＜訂正後＞

年4回、原則として、3月、6月、9月および12月の各19日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行

い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

（略）
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３ 【投資リスク】

※（参考情報）につきましては、以下の内容に訂正・更新します。
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（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

収益分配時・換金（解約）・償還時に受益者が負担する税金は2024年8月末日現在、以下の通りです。

（略）

 

＜訂正後＞

ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

収益分配時・換金（解約）・償還時に受益者が負担する税金は2025年3月末日現在、以下の通りです。

（略）
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５【運用状況】

※以下の内容に訂正・更新します。

【ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）】

（１）【投資状況】

 

 

（2025年3月31日）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 123,906,522,593 100.00

現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,659,828 △0.00

合計(純資産総額) 123,903,862,765 100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

（2025年3月31日）

順位国／地域 種類 銘柄名
数量又は

額面総額

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(％)

1 日本 親投資信託

受益証券

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式マ

ザーファンド

127,436,514,032 0.9772 124,530,961,513 0.9723 123,906,522,593 100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

ロ.種類別投資比率

 

 

（2025年3月31日）

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 100.00

合計 100.00

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

2025年3月31日（直近日）現在、同日前１年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次

の通りです。

期別
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1特定期間末 (2025年 3月19日) 122,358,372,522 122,358,372,522 0.9773 0.9773

 2024年12月末日 73,611,629,733 - 1.0154 -

 2025年 1月末日 104,676,722,731 - 1.0103 -

 　　　 2月末日 116,503,576,652 - 0.9861 -

 　　　 3月末日 123,903,862,765 - 0.9721 -

 

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

②【分配の推移】

 

 

期 計算期間 1口当たりの分配金（円）

第1特定期間末 2024年12月20日～2025年 3月19日 0.0000

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前

の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し

て得た数に100を乗じた数を記載しております。

なお、第1特定期間の収益率は、前特定期間末（設定時）の基準価額を10,000円として計算しております。

③【収益率の推移】

 

 

期 計算期間 収益率（％）

第1特定期間末 2024年12月20日～2025年 3月19日 △2.3

 

（４）【設定及び解約の実績】

 

 

期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）

第1特定期間末 2024年12月20日～2025年 3月19日 130,927,075,969 5,732,366,631 125,194,709,338

 

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式マザーファンド

投資状況
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（2025年3月31日）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 アメリカ 122,009,301,464 98.46

現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,897,451,185 1.53

合計(純資産総額) 123,906,752,649 100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

（2025年3月31日）

順位国／地域 種類 銘柄名
数量又は

額面総額

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(％)

1 アメリカ 投資信託

受益証券

SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 29,586,895 4,112.01 121,661,616,087 4,123.76 122,009,301,464 98.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

ロ.種類別投資比率

 

 

（2025年3月31日）

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 98.47

合計 98.47

 

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
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第３【ファンドの経理状況】

※以下の内容に訂正・更新します。

 

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）

 

1)　　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理

府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2)　　当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月（特定期間）ごとに作成しておりま

す。

3)　　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1特定期間（2024年12月20日から

2025年3月19日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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１【財務諸表】

【ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

 第1特定期間
2025年3月19日現在

資産の部  

流動資産  

コール・ローン 23,174

親投資信託受益証券 122,374,849,157

未収入金 312,850,000

流動資産合計 122,687,722,331

資産合計 122,687,722,331

負債の部  

流動負債  

未払解約金 312,838,099

未払受託者報酬 3,745,137

未払委託者報酬 11,770,413

その他未払費用 996,160

流動負債合計 329,349,809

負債合計 329,349,809

純資産の部  

元本等  

元本 125,194,709,338

剰余金  

期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,836,336,816

元本等合計 122,358,372,522

純資産合計 122,358,372,522

負債純資産合計 122,687,722,331
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（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

 
第1特定期間

自 2024年12月20日
至 2025年 3 月19日

営業収益  

有価証券売買等損益 △3,209,120,843

営業収益合計 △3,209,120,843

営業費用  

受託者報酬 3,745,137

委託者報酬 11,770,413

その他費用 996,160

営業費用合計 16,511,710

営業利益又は営業損失（△） △3,225,632,553

経常利益又は経常損失（△） △3,225,632,553

当期純利益又は当期純損失（△） △3,225,632,553

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う
当期純損失金額の分配額（△） △49,347,965

期首剰余金又は期首欠損金（△） -

剰余金増加額又は欠損金減少額 364,602,306

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 -

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 364,602,306

剰余金減少額又は欠損金増加額 24,654,534

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 24,654,534

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 -

分配金 -

期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,836,336,816
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

２.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎と

なる事項

ファンドの特定期間

当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月20日から6月19日まで、6月20日

から9月19日まで、9月20日から12月19日まで及び、12月20日から翌年3月19日ま

で、又特定期間は原則として、毎年3月20日から9月19日まで及び9月20日から翌

年3月19日までとしておりますが、当特定期間は期首が設定日のため、2024年12

月20日から2025年3月19日までとしております。
  

 

 

（貸借対照表に関する注記）

 項目
第1特定期間

2025年3月19日現在
 

 １. 当該特定期間の末日における受益権の総数 125,194,709,338口  

 ２. 元本の欠損   

  純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 2,836,336,816円  

 ３. 1口当たり純資産額 0.9773円  

  (10,000口当たり純資産額) (9,773円)  

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

第1特定期間

自 2024年12月20日

至 2025年 3 月19日

 

 １. 分配金の計算過程  

 

 項目    

費用控除後の配当等収益額 A -円  

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券

売買等損益額
B -円

 

収益調整金額 C 237,612円  

分配準備積立金額 D -円  

当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 237,612円  

当ファンドの期末残存口数 F 125,194,709,338口  

10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 -円  

10,000口当たり分配金額 H -円  

収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円  
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（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目

第1特定期間

自 2024年12月20日

至 2025年 3 月19日
  
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投

資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融

商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.金融商品の内容及び金融商品に係る

リスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭

債権及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カ

ントリーリスク等にさらされております。

３.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティン

グ部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会に

て、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を

行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。

 ①市場リスクの管理

 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に

沿っているか等の管理を行っております。

 ②信用リスクの管理

 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を

常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。

 ③流動性リスクの管理

 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や

組入比率等の管理を行っております。
  
 
 

 

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

 項目
第1特定期間

2025年3月19日現在
 

 
  

 

 
１．貸借対照表計上額、時価及びその

差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借

対照表計上額と時価との差額はありません。
 

 ２．時価の算定方法 ①親投資信託受益証券  

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。  

  ②上記以外の金融商品  

 
 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似し

ていることから、当該帳簿価額を時価としております。
 

 
３．金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

 

 

種類

第1特定期間

自 2024年12月20日

至 2025年 3 月19日

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券 △2,904,446,549

合計 △2,904,446,549

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

 

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（元本の移動）

 項目

第1特定期間

自 2024年12月20日

至 2025年 3 月19日

 

 投資信託財産に係る元本の状況   

 期首元本額 59,611,511,653円  

 期中追加設定元本額 71,315,564,316円  

 期中一部解約元本額 5,732,366,631円  
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（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

　(1)株式

該当事項はありません。

 

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類 銘　柄 券面総額 評価額 備考

親投資信託受益証券 ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式マザーファンド 125,191,661,542 122,374,849,157  

合計 125,191,661,542 122,374,849,157  

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

 

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

第４　その他特定資産の明細表

該当事項はありません。
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<参考情報>

本報告書の開示対象であるファンド（ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型））は、「Ｓ

ＢＩ・Ｓ・米国高配当株式マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産

の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザー

ファンドの2025年3月19日現在（以下「計算日」という。）の状況は次に示すとおりでありますが、それ

らは監査意見の対象外であります。

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

 2025年3月19日現在

資産の部  

流動資産  

預金 616,943,232

コール・ローン 1,215,177,722

投資信託受益証券 121,475,490,207

未収利息 11,652

流動資産合計 123,307,622,813

資産合計 123,307,622,813

負債の部  

流動負債  

未払金 616,734,392

未払解約金 312,850,000

流動負債合計 929,584,392

負債合計 929,584,392

純資産の部  

元本等  

元本 125,191,661,542

剰余金  

剰余金又は欠損金（△） △2,813,623,121

元本等合計 122,378,038,421

純資産合計 122,378,038,421

負債純資産合計 123,307,622,813
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注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ

たっては、金融商品取引所における最終相場によっております。

２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換

算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国におけ

る計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

３.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

為替差損益

約定日基準で計上しております。

４.その他財務諸表作成のための基礎と

なる事項

外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に

換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従っ

て換算しております。
  
 
 

（貸借対照表に関する注記）
 

 

項目 2025年3月19日現在

１. 計算日における受益権の総数 125,191,661,542口

２． 元本の欠損  

 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 2,813,623,121円

３. 1口当たり純資産額 0.9775円

 (10,000口当たり純資産額) (9,775円)
 

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項
 

 項目
自 2024年12月20日

至 2025年 3 月19日

 
  

 

１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投

資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融

商品に対して投資として運用することを目的としております。

 

２.金融商品の内容及び金融商品に係る

リスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭

債権及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カ

ントリーリスク等にさらされております。

 

３.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティン

グ部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会に

て、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を

行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。

  ①市場リスクの管理

 
 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に

沿っているか等の管理を行っております。

  ②信用リスクの管理

 

 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析

を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っておりま

す。
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  ③流動性リスクの管理

 
 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や

組入比率等の管理を行っております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項  

 項目 2025年3月19日現在

 
  

 
１．貸借対照表計上額、時価及びその

差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対

照表計上額と時価との差額はありません。

 ２．時価の算定方法 ①投資信託受益証券

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

  ②上記以外の金融商品

 
 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
３．金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
  

 
 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

 

 

種類

2025年3月19日現在

当期間の損益に含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券 1,857,371,215

合計 1,857,371,215

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 
 

（その他の注記）

元本の移動
 

 項目
自 2024年12月20日

至 2025年 3 月19日

 投資信託財産に係る元本の状況  

 期首元本額 59,611,500,000円

 期中追加設定元本額 71,312,299,368円

 期中一部解約元本額 5,732,137,826円

 期末元本額 125,191,661,542円

 元本の内訳※  

 ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型） 125,191,661,542円

 （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額  
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附属明細表

第１　有価証券明細表

　(1)株式

該当事項はありません。

 

　(2)株式以外の有価証券

 種　類 通貨 銘　柄 券面総額 評価額 備考

 投資信託受益証券アメリカドル SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 29,065,678 811,513,729.76  

 
アメリカドル小計

29,065,678 811,513,729.76  

  (121,475,490,207)  

 
合計

 121,475,490,207  

  (121,475,490,207)  

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。  

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

 

外貨建有価証券の内訳

通貨 銘柄数 組入時価比率
合計金額に

対する比率

アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 99.26% 100.00%

（注）「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。

 

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

第４　その他特定資産の明細表

該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

 

【純資産額計算書】

2025年3月31日現在
 
Ⅰ　資産総額 124,118,771,416円　

Ⅱ　負債総額 214,908,651円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 123,903,862,765円　

Ⅳ　発行済口数 127,456,902,611口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9721円　

　　（1万口当たり純資産額） （9,721円）

 

（参考）ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式マザーファンド

2025年3月31日現在
 
Ⅰ　資産総額 124,871,439,150円　

Ⅱ　負債総額 964,686,501円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 123,906,752,649円　

Ⅳ　発行済口数 127,436,514,032口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9723円　

　　（1万口当たり純資産額） （9,723円）
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

①　資本金の額(2025年2月末日現在)

（略）

 

＜訂正後＞

①　資本金の額(2025年3月末日現在)

（略）

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

（略）

2025年2月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通り

です。

 

  (2025年2月末日現在)

ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 271 4,411,303

単位型株式投資信託 559 1,579,916

単位型公社債投資信託 71 158,759

合計 901 6,149,978

 

＜訂正後＞

（略）

2025年3月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通り

です。

 

  　　　　　　　 (2025年3月末日現在)

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 273 4,325,436

単位型株式投資信託 544 1,464,194

単位型公社債投資信託 71 146,353

合計 888 5,935,983
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５【その他】

（１）定款の変更、その他の重要事項

②その他の重要事項

＜訂正前＞

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社は、2022年8月1日に、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社、

ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株

式会社の３社合併をいたしました。なお、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合

併後は同商号を継承いたしました。

また、合併後のＳＢＩアセットマネジメント株式会社は、2023年4月1日に、新生インベストメント・

マネジメント株式会社と合併をいたしました。なお、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続会

社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
 

＜訂正後＞

2022年8月1日に、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジ

メント株式会社、及びＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社の３社は合併をいたしました。

その際、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしまし

た。

また、合併後のＳＢＩアセットマネジメント株式会社は、2023年4月1日に、新生インベストメント・

マネジメント株式会社と合併をいたしました。その際、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続

会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
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独立監査人の監査報告書
 

  2025年6月5日

 

ＳＢIアセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ  

東京事務所  

 指定有限責任社員
　　　　
業務執行社員

 公認会計士 中島紀子

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

理状況」に掲げられているＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）の2024年12月20日か

ら2025年3月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並

びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）の2025年3月19日現在の信託財産の状態

及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＢIアセットマネジメント株式会社及び

ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ

る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検

討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか

注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財

務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財

務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

 

利害関係

ＳＢIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　
 

※ １. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

 ２. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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